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病欠や乗務離脱などが雇用問題につながる日航の施策の是正を求めて 

国土交通大臣に要請書を提出 
同時に各政党に要請行動実施 

2010 年 10 月 19 日 
 

日本航空インターナショナルは人員削減策の一環として、10 月 1 日から実施した希望退職

に合わせて約 330 名の乗員に対し、退職勧奨のための説明会や個別面談以外は休日とブラン

クデイ（何も予定の無い勤務日）とする 10 月の勤務スケジュールを渡し、希望退職に応じ

るよう強く迫りました。それと同時に、会社は各組合に対して「現時点での会社の整理解雇

の人選基準（案）」（以下、基準案）を示し、「この 330 名がその対象者と同一である」と

伝えました。この基準案は病欠が一定の日数を超える者などを整理解雇の最優先順位と位置

づけています。 

乗員は乗務するための身体上の条件が厳しく制限されており、それを満たさない場合は自ら

申告して「乗務をしない」判断をしなければなりません。また、航空身体検査時にも心身の

状態についての自己申告が義務づけられています。これらの「自己申告」は乗員の心身に起

因する事故の未然防止の観点で重要な役割を果たしていますが、それが十分に機能するため

には、乗員自身の安全に対する高い意識とともに、それを可能にする環境の整備が不可欠で

あると言えます。ところがこの「基準案」は、そのような環境を損ないかねず、身体検査お

よびそれを補完する企業における日常の健康管理などに悪影響を及ぼし、ひいては安全を脅

かしかねません。このようなことから日乗連は 10 月 19 日、国土交通大臣に対して、日航が

示した「基準案」の撤回を指導するように求める要請書を提出しました。 

同時に日乗連は当日、民主党、国民新党、社民党、共産党を訪問し、各党の担当者に上記国

交相への要請書の写しを手渡すとともに、日航の施策の問題点を訴えました。また、自民党、

公明党、みんなの党などへは同要請書の写しを郵送しました。 

 
要請書を次項以降に添付します。 

 
 
 
 
 



 



 





 
 


